
令和 7年度 国内需要安定化事業 

沖縄総合ガイドブック増刷業務 

委託業務仕様書 

 

1.事業名 

令和 7年度 国内需要安定化事業 沖縄総合ガイドブック増刷業務 

 

2.事業目的 

沖縄県及び一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(以下 OCVB)は、県外におけるイ

ベント(旅行博、物産展等)や県外の観光案内所、空港等において、沖縄総合ガイドブックを活

用し沖縄観光の総合情報を発信することで沖縄旅行未経験者層の来訪意欲促進および、リピー

ターの再訪促進を通し、国内における沖縄県への誘客と観光経済効果の向上を図る。 

 

3.委託期間 

契約締結の日から令和 7年 10月 31日(金)まで 

 

4.委託内容 

沖縄総合ガイドブック増刷業務 

部  数:50,000部 

規  格:A4判フルカラー 

紙  質:マットコート紙(44.5kg、中綴じ) 

頁  数:計 40頁(表紙 2頁+38頁) 

 デ ー タ:入稿データは OCVBより提供 

納 品 日:令和 7年 9 月 19日(金)までに、20,000部を納品し、その後は分納とすること。 

また、本事業において製本完了後、修正済 AIデータ及び Web 公開用の PDFデータ 

(トンボ無しデータ)を DVDROM等に記録し、OCVBに 3部納品すること。 

納品場所:OCVBが指定する沖縄県内指定倉庫内(那覇市内) 

※納品場所への発送費及び、在庫保管に伴う費用が発生する場合は金額計上し 

記載すること。 

  

5.修正内容 

 一部修正あり。受託事業者決定後、要調整とする。 

 

6.契約不適合責任 

(1)OCVB への引き渡し日から起算して 1 年間、引き渡された成果物である「沖縄総合ガイドブッ

ク」が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)で



あるときは、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

 

7.著作権・特許等 

(1)受託事業者は、本業務で作成された成果物に関し、すべての著作権(財産権)を、OCVB に無償

で譲渡するものとする。ただし、委託前から受託事業者の構成者が権利を有する著作物及び

第三者が権利を有する著作物を利用する場合は事前に OCVBの承諾を得るものとする。 

(2)受託事業者は、OCVB の同意を得なければ、著作権法第 18 条及び第 20 条に規定されている権

利を行使することができない。 

(3)本業務の成果物に係る著作権、特許権その他の知的財産権に関する一切の紛争については、訴

訟費用を含めすべて受託事業者において責任を負うものとする。 

(4)著作権法上、上記条件を満たさないデータの使用は禁ずる。 

 

8.問い合わせ先 

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 

〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄 1831-1 沖縄産業支援センター2F 

国内事業部  国内プロモーション課  担当 国仲・長嶺 

TEL:098-859-6125 

E-mail/kokunai_rosen@ocvb.or.jp 

 

 

 

以上 
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